
【令和８年度】県内離島教育旅行助成事業 助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、鹿児島県内の学校における鹿児島県内離島（以下「離島」という。）

への教育旅行を促進するため、鹿児島県本土（以下「本土」という。）の学校が離島

で実施する教育旅行に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その

交付については、鹿児島県補助金等交付規則（昭和 63 年鹿児島県規則第１号。以下

「規則」という。）に定めるほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「教育旅行」とは、学校行事として主催する修学旅行及び研

修旅行、宿泊を伴う校外学習をいう。 

２ 「離島」とは別表に定めるものをいう。 

 

 （助成金の交付対象者） 

第３条 本事業の助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

⑴ 旅行業法（昭和 27 年法律第 239 号）に基づき観光庁長官又は都道府県知事の登録

を受けた旅行会社で、第４条及び第５条に規定する助成要件の全てを満たす教育旅

行を取り扱う者 

 ⑵ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に規定する小学校・中学校・義務教育学校

・高等学校・特別支援学校のうち、鹿児島県本土に所在地を置く学校（以下「学

校」という。） 

 

 （助成対象期間） 

第４条 助成の対象となる教育旅行（以下「助成対象教育旅行」という。）は、令和８

年４月１日以降に出発し、令和９年２月 28 日までに帰着する教育旅行とする。 

 

（助成金の交付要件） 

第５条 助成対象教育旅行は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 ⑴ 学校が離島又は離島を含む行程で実施する教育旅行であること。 

 ⑵ 離島の民間宿泊施設（民泊含む）に１泊以上すること。 

 ⑶ 離島における学び、体験ができる有料の観光施設等を２箇所以上利用すること。 

 

 （助成金の交付額） 

第６条 児童・生徒１人当たり離島での宿泊について１泊目は８千円とし、２泊目以降

は１泊当たり２千円とする。 

２ １校当たりの上限額は 80 万円とする。 

３ 助成対象は、児童・生徒のみ（引率者・添乗員・カメラマン・看護師等を除く。）

とする。 

４ 助成金の申請額が予算の範囲を超過する場合、予算の範囲内までの助成とする。 



 

（助成金の交付申請） 

第７条 規則第３条による助成金の交付申請は、助成金交付申請書（別記第１号様式）

によるものとし、原則旅行会社が行うものとするが、学校が行っても差し支えない。

ただし、旅行会社に教育旅行の実施を委託しない学校については、学校が申請するも

のとする。 

２  規則第３条の規定により、助成金交付申請書に添付すべき書類は、次に掲げるとお

りとする。 

⑴ 教育旅行行程表（計画） 

⑵ 誓約書（別記第２号様式） 

⑶ その他知事が必要と認める書類 

３ 申請の受付は、予算額に達した時点で終了とする。 

４  第１項の助成金交付申請書の提出期限は、教育旅行出発日の 14 日前までとし、その

提出部数は１部とする。ただし、令和８年４月 15 日までに教育旅行が実施される場合

は、速やかに提出すること。 

５ 助成金の申請受付は、予算額に達した時点で終了とする。 

 

（助成金の交付決定通知） 

第８条 規則第６条の規定による助成金の交付決定通知は、助成金交付決定通知書（別

記第３号様式）により行うものとする。 

 

（計画の変更及び交付額の変更） 

第９条  規則第７条の規定により、前条の規定による通知を受けた後、教育旅行行程表

（計画）の内容を変更する場合、又は、教育旅行を中止する場合は助成金交付変更

（中止）申請書（別記第４号様式）を提出しなければならない。 

２ 前項の申請書の提出期限は、変更の理由が生じた日から 10 日以内とする。 

３ 前条の規定による助成金の交付決定後はいかなる理由があっても助成金額の増額変

更は認められない。 

４ 助成金額が減額となる場合は実績報告にて申請することとする。 

５ 規則第７条第３項において準用する規則第６条の規定による通知は、助成金変更交

付決定通知（別記第５号様式）により行うものとする。 

 

（実績報告） 

第 10 条  規則第 13 条による実績報告は、助成金実績報告書（別記第６号様式）による

ものとする。 

２  規則第 13 条の規定により、実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとす

る。 

⑴ 教育旅行行程表（実績） 

⑵ 離島宿泊施設利用証明書（別記第７号様式）  

⑶ 学び、体験を実施した有料の観光施設等の支払い証明書の写し（領収書や請求



書） 

⑷ その他知事が必要と認める書類 

３  第１項の助成金実績報告書の提出期限は、教育旅行終了日の翌日から起算して 14 日

以内又は令和９年３月 12 日のいずれか早い日までとし、その提出部数は１部とする。 

 

（助成金額の確定） 

第 11 条 規則第 14 条の規定による補助金等の額の確定の通知は、助成金交付確定通知

書（別記第８号様式）により行うものとする。 

 

（助成金の交付） 

第 12 条  規則第 16 条第１項により、前条の規定による通知を受けた申請者は、通知を

受けた日から７日以内に、助成金交付請求書（別記第９号様式）を提出しなければな

らない。 

 

 （助成金の還元） 

第 13 条 旅行会社が交付対象者となる場合は、助成金を学校に還元しなければならな

い。 

 

 （助成金交付決定の取消し、返還） 

第 14 条 規則第 17 条及び第 18 条の規定により、助成金の交付決定又は交付を受けた申

請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の取消し、又は、交付した助

成金の一部若しくは全部を返還させることができる。 

 ⑴ 申請、報告事項その他に虚偽があったとき 

 ⑵ 申請事項その他に変更が生じ、助成金を交付することが適当でないと知事が認め

たとき 

 ⑶ その他、助成金を交付することが適当でないと知事が認める事由が生じたとき 

 

（雑則） 

第 15 条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

 附  則  

 この要綱は、令和８年４月１日に施行し、令和８年４月１日以降に実施される

教育旅行から適用するものとする。 

 

 

  



（別表１）離島一覧 

 離島名 市町村名 

1 獅子島 長島町 

2 桂島 出水市 

3 上甑島 薩摩川内市 

4 中甑島 薩摩川内市 

5 下甑島 薩摩川内市 

6 新島 鹿児島市 

7 種子島 西之表市、中種子町、南種子町 

8 馬毛島 西之表市 

9 屋久島 屋久島町 

10 口永良部島 屋久島町 

11 竹島 三島村 

12 硫黄島 三島村 

13 黒島 三島村 

14 口之島 十島村 

15 中之島 十島村 

16 諏訪之瀬島 十島村 

17 平島 十島村 

18 悪石島 十島村 

19 小宝島 十島村 

20 宝島 十島村 

21 奄美大島 奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町 

22 加計呂麻島 瀬戸内町 

23 請島 瀬戸内町 

24 与路島 瀬戸内町 

25 喜界島 喜界町 

26 徳之島 徳之島町、天城町、伊仙町 

27 沖永良部島 和泊町、知名町 

28 与論島 与論町 

 


